様式第５（第８条関係）
	

	
	※受理年月日
	
	

	
	※処理年月日
	
	

	

	輸送能力届出書


	地方運輸局長　殿

	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　年　　月　　日

	  　                                              　
                    　　　　            　　　　　住　所　○○県○○市○○町○○番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社省エネ旅客
   　                         　　　　    　　　　氏　名　代表取締役　省エネ花子　　　印


	　エネルギーの使用の合理化に関する法律第６８条第２項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

	　

	
	事業者名
	株式会社省エネ旅客
	

	
	主たる事務所の所在地
	
電話（　　　－　　　－　　　）

FAX（　　　－　　　－　　　）

e-mail（　　　　　　　　　　）
	

	
	旅　客　輸　送　区　分
	１．鉄道による旅客の輸送　　　　　　　　　　
２．乗合自動車による旅客の輸送
３．乗用自動車（乗合自動車を除く。）による旅客の輸送

４．船舶による旅客の輸送
	

	
	輸送能力
	　　　　　       

        年度末
	       　 　　　　

           　　　　（両、台、総トン）
	

	
	備考
	
	

	
	特定輸送事業者指定番号
	
	

	


　 備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。


 ２　※印を付した欄には記述しないこと。
３　該当事項はその直前に付してある番号を○で囲むこと。
４　次年度以降において輸送能力がエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第１２条の基準以上にならないことが明らかである場合は、その旨及びその理由を備考の欄に記入すること。
５　既に特定輸送事業者に指定されている場合は、「特定輸送事業者指定番号」の欄に当該特定輸送事業者指定番号を記入すること。

６　氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

[image: image1]

様式第７（第11条関係）
	※受理年月日
	

	※処理年月日
	


中　長　期　計　画　書
　　　地方運輸局長　殿　　　　　
            　　　　　                          　　平成１９年　　　　月　　　　日

                    　　　　            住　所　○○県○○市○○町○○番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社省エネ旅客
                            　　　　    氏　名　代表取締役　省エネ花子　　　　　　　印
　エネルギーの使用の合理化に関する法律第６９条において準用する同法第５５条の規定に基づき、次のとおり提出します。

	特定輸送事業者指定番号
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	０

	事業者名
	株式会社省エネ旅客

	旅客輸送区分
	①．鉄道による旅客の輸送　　　　　　　　　　

２．乗合自動車による旅客の輸送

３．乗用自動車（乗合自動車を除く。）による旅客の輸送

４．船舶による旅客の輸送

	主たる事務所

の所在地
	
電話（      　  －　　　　　－　　　　　　）
FAX（　　　　　－　　　　　－　　　　　　）

e-mail（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


Ⅰ　計画期間

平成１９年度　～　　　２３年度


Ⅱ　計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果
	対　　策
	計　　画　　内　　容
	エネルギー使用

合理化期待効果

	省エネルギー型車両への代替促進
	１９～２３年度　ＶＶＶＦインバーター制御車両　３０両

２０年度　高効率内燃機関搭載車両　　　　　　　１０両

１９～２１年度　電力回生ブレーキ搭載車両　　　１０両
	○kl／年

	低燃費車の導入


	１９年度　ハイブリッド車　　　　　　　　　５台

２１年度　トップランナー基準達成車　　　１０台


	　○kl／年

	低燃費船舶の導入
	２１年度　スーパーエコシップ　　　　　　　１隻
	　○kl／年

	エコドライブの実施
	年４回　運転者向けのエコドライブ研修会を実施
１９～20年度　○人エコドライブ講習を受講
	○kl／年

	空車走行の削減
	２０年度　高度ＧＰＳ－ＡＶＭシステム導入　　２５台

２２年度　高度ＧＰＳ－ＡＶＭシステム導入　　２５台


	原単位○％向上

	
	
	



Ⅲ　前年度計画書との比較
	対　　策
	削 除 さ れ た 計 画
	理　　　　由

	タクシープールの整備


	○○駅前
	　実施済み

	対　　策
	追 加 さ れ た 計 画
	理　　　　由

	空車走行の削減

	２２年度　
高度ＧＰＳ－ＡＶＭシステム導入　　２５台


	　


Ⅳ　その他計画に関連する事項
	○○グループでは、グループ会員全社が環境基本対策にしたがって、環境に優しい取組を進めています。

参考資料：

　○○グループ環境基本対策


　備考　１　用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。
２　該当事項はその直前に付してある番号を○で囲むこと。
３　計画書冒頭の※印を付した欄には記入しないこと。

４　氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
５　Ⅱの「計画内容」の欄については、対策の種類別に記入すること。
６　Ⅱの「エネルギー使用合理化期待効果」の欄には、当該計画内容の実施により期待されるエネルギーの使用の合理化効果を記入すること。なお、記入の単位は、原則として原油の数量に換算して「ｋｌ」により記入すること。
７　Ⅲには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複数になる場合には、新たに欄を設けて記入すること。
８　Ⅳには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する上位の計画（グループ企業全体に関連するプロジェクト、全体計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画における当該事業者の位置付け等について記入すること。また、この欄のみでは記入が困難な場合には、関係資料を添付すること。
様式第８（第11条関係）
	※受理年月日
	

	※処理年月日
	


定　期　報　告　書
　　　地方運輸局長　殿
            　　　　　                        　　　　　年　　　　月　　　　日

                    　　　　            住　所　○○県○○市○○町○○番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社省エネ旅客
 　　                           　　　　氏　名　代表取締役　省エネ花子　　　　　印
  エネルギーの使用の合理化に関する法律第６９条において準用する同法第５６条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。
	特定輸送事業者指定番号
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	０

	特定排出者番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	事業者名
	株式会社省エネ旅客
	
	
	
	

	旅客輸送区分
	１．鉄道による旅客の輸送　　　　　　　　　　

２．乗合自動車による旅客の輸送

３．乗用自動車（乗合自動車を除く。）による旅客の輸送

４．船舶による旅客の輸送

	主たる事務所

の所在地
	
電話（      　  －　　　　　－　　　　　　）
FAX（　　　　　－　　　　　－　　　　　　）

e-mail（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


第１表　エネルギーの使用量

	　　　　エネルギーの種類
	単位
	使用量

	
	
	　　　１８年度
	熱量ＧJ

	揮発油
	ｋｌ
	　　　　○○ｋｌ
	　　　△△ＧＪ

	ジェット燃料油
	ｋｌ
	
	

	軽油
	ｋｌ
	
	

	Ａ重油
	ｋｌ
	
	

	Ｂ・Ｃ重油
	ｋｌ
	
	

	液化石油ガス(ＬＰＧ)
	ｔ
	
	

	液化天然ガス(ＬＮＧ)
	ｔ
	
	

	石炭（　　　　）
	ｔ
	
	

	都市ガス（CNGを含む。）
	千m３
	
	

	一般電気事業者
	昼間買電
	千ｋＷｈ
	
	

	
	夜間買電
	千ｋＷｈ
	
	

	その他
	上記以外の買電
	千ｋＷｈ
	
	

	
	自家発電
	千ｋＷｈ
	
	

	その他のエネルギー（　　　）
	（　　）
	
	

	合　計ＧJ
	
	

	原油換算ｋｌ
	
	

	対前年度比（％）
	
	






第２表　輸送用機械器具の概要、使用状況及び導入、改造又は廃棄の状況
	器具の名称
	器具の概要
	使用状況
	導入、改造又は　　　廃棄の状況

	鉄道車両
	従来車両　250台
	10万車両走行キロ/年
	年に10台程度ずつ廃棄。

	
	VVVFインバーター制御車両　30台
	1万車両走行キロ/年
	年平均2台を目標に順次導入

	
	高効率内燃機関搭載車両　　　　20台
	8000車両走行キロ/年
	平成16年5月に導入

	自動車
	ディーゼル車　150台
	3万キロ
	年平均5台ずつ廃棄。

	
	LPG車　　　400台
	400万キロ
	年平均30台ずつ廃棄。

	
	CNG車　　　　30台
	6000キロ
	平成17年5月以降年平均10台導入。

	
	トップランナー燃費基準達成車両　　30台
	6000キロ
	平成19年7月に導入。

	船舶
	従来船舶　　10隻
	3万キロ
	

	
	スーパーエコシップ　1隻
	1万キロ
	平成18年3月導入。

	省エネ機器
	排ガスエコノマイザー3個
	すべて装着済み。
	平成18年度以降、順次導入。

	省エネ機器
	高度GPS-AVM　30機
	すべて装着済み。
	平成16年度以降、順次導入。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第３表　個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
	           
	    １８  年度　
	　　対前年度比（％）

	個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
	○km
	





第４表　エネルギーの使用に係る原単位
	
	１８年度
	対前年度比（％）

	　　　原単位=
	エネルギーの使用量(原油換算ｋｌ)
	
	　　　１２３
	　　

	
	個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計
	
	
	


第５表　過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位の変化状況

	
	　年度
	　年度
	　年度
	　年度
	　年度
	５年度間

平均原単位変化

	エネルギーの使用に係る原単位
	
	
	
	
	
	

	
	前年度比（％）
	
	Ⓐ
	Ⓑ
	Ⓒ
	Ⓓ
	



第６表　過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均１％以上改善できなかった場合は（イ）、又はエネルギーの使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合は（ロ）にその理由
	（イ）の理由

	

	

	

	

	（ロ）の理由

	　本年度は、寒波の影響で、車内暖房をつけている時間が長く、原単位が改善できな

	かった。

	

	


第７表　エネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵守状況
	対象項目
	

	取り組み方針の
作成とその効果等
の把握
	省エネ指針の策定及び見直し
· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず
	省エネ目標の設定

・効果測定

及び対策の見直し

· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず
	省エネ推進体制

・責任者の設置
· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず
	省エネに関する

従業員教育実施

· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず

	省エネ輸送用
機械器具の使用
	省エネ輸送用
機械器具の導入

· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず
	省エネに資する

器具の導入

· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 該当なし
· 実施せず
	
	

	省エネ運転・操縦
	省エネ運転・操縦

· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず
	効率的な

輸送ルートの選択

· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 該当なし
· 実施せず
	冷暖房効率
の向上等
· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 該当なし
· 実施せず
	

	旅客を乗せない

走行・航行距離

の縮減
	回送走行・航行

距離等の縮減
· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず
	
	
	

	その他
	他の事業者等関係者との連携強化
· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 実施せず
	効率的な輸送方法の選択の促進
· 実施中
· 今後実施
· 検討中
· 該当なし
· 実施せず
	
	




第８表　その他エネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
	措　置　の　概　要

	

	

	

	




第９表　二酸化炭素の排出に係る事項

１．エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

	
	　　１８年度

	エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(t-CO2)
	


２．地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数の内容

	

	

	

	

	

	

	

	


３．権利利益の保護に係る請求の有無

上記１．の報告が地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条の３第１項に定める「温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思慮するとき」の請求に係るものであることの有無（該当するものどちらかに○をすること）

	１．有（別添のとおり）　　　２．無


４．情報提供の有無

上記１．の報告に関して地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条の８第１項の規定によるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の増減の状況に関する情報等の提供の有無（該当するものどちらかに○をすること）

	１．有（別添のとおり）　　　２．無


　［備　考］
１　用紙の大きさは、日本工業規格に定めるＡ列４番とすること。
２　報告書冒頭の※印を付した欄は記入しないこと。

３　報告書冒頭の特定排出者番号の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより付された番号を記載すること

４　報告書冒頭の事業者名の欄の右の欄には、事業者の行う事業に係る日本標準産業分類に掲げる細分類の番号を記載すること。

５ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
６　第１表の使用量の欄には、エネルギーの種類ごとに固有単位での値と熱量換算した値を記入する　　　　　こと。

７　第１表の使用していない種類のエネルギーの欄は、省略することができる。
８　第１表の「その他のエネルギー」の欄には、上欄にないエネルギーの種類を(　)内に記入し、その使用量を記入すること。複数の種類を記入するときは、新たに欄を設けて記入すること。

９　第１表のうちＧＪ（ギガジュール）を単位として記入するものについては、必要に応じ、単位を

　ＴＪ（テラジュール）、ＰＪ（ペタジュール）にかえて記入することができる。
10　第１表、第３表及び第４表の上段の欄には、当該年度を記入すること。また、各表の「対前年度比」の欄には、前年度に提出した定期報告書において記載した値（第３表及び第４表については、前年度値は原則として当該年度値の算定に使用した計算式により算定した値）を用いて算出し、記入すること。算出方法は、以下のとおり。
 当該年度値
　前年度値
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　 

  対前年度比（％）＝　　　　　　　　　×１００（％）

　　

11　第２表は、原則として当該輸送用機械器具の年間のエネルギーの消費量の総計が、当該輸送事業者の当該輸送区分に係る総エネルギー使用量の８割を網羅するよう記入すること。

12　第４表の「原単位」とは、個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計の単位当たりのエネルギー消費量をいう。

13  第５表の上段の欄には、当該年度を含む直近５年間の年度を記入すること。また、「エネルギーの使用に係る原単位」及び「対前年度比」の欄には、原則として当該年度値の算定に使用した計算式により算定した値を記入すること。

14　第５表の「５年度間平均原単位変化」の欄には、過去５年度間の対前年度比をそれぞれ乗じた値の４乗根となる値を記入すること。算出方法は、以下の通り。
５年度間平均原単位変化（％）＝（Ⓐ×Ⓑ×Ⓒ×ⒹEQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o(\s\up 9(1/4),）) （％）
15  第６表は、「（ロ）の理由」が「（イ）の理由」と同様になる場合には、「（イ）と同じ」と記入してもよい。
16  第７表は、選択する項目について該当するものにレ印を付すこと。

17　第９表の１の欄（エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量）には、次に掲げる量の合計量を記載すること。
(1)燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(2)電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
18　第９表の２の欄（地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数の内容）には、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明すること。
















企業の代表者以外の者が省エネに係る諸手続の委任を受ける場合は委任状を添付。


　既に委任状を提出している場合は、その写しを添付。





FAX、e-mailについては、利用可能な場合記載して下さい。





該当する区分を○で囲む。





①　毎年度末に確認していただくことになります。道路運送法といった個別の事業法において届出をしているものであれば、休車をしていても含めることになります。


②　保有、リース、チャーターの形態を問わず輸送に使用しているものについては全て対象となりますが、海運事業であれば、チャーター船でも事業に使用している場合には、事業登録しているはずですので、そちらをご確認ください。なお、会社・子会社の資本形態は問わず、組織が別であれば、それぞれが規制対象となります。


③　保有・リースを問わず自社で使用しているものをカウントしていただきます。自動車を使用した輸送のうち、道路運送法に基づく事業計画に掲載されている車両（自動車リースであれば１年以上の契約期間を有するもの）をカウントしてください。








輸送能力の算定に当たっては、













































































企業の代表者以外の者が省エネに係る諸手続の委任を受ける場合は委任状を添付。


　既に委任状を提出している場合は、その写しを添付。





該当する区分を○で囲む。





FAX、e-mailについては、利用可能な場合記載して下さい。





当該年度から３～５年程度





主要なものを記載して下さい。





kl／年だけでなく、原単位等他に適切な単位、指標がある場合にはこれを用いることも出来ます。またあくまで見込み値で構いません。











初年度の記載は不要であり、２年度目以降から記載して下さい。





企業の代表者以外の者が省エネに係る諸手続の委任を受ける場合は委任状を添付。


　既に委任状を提出している場合は、その写しを添付。








主な事業の日本標準産業分類の細分類の番号を記入して下さい。





該当する区分を○で囲む。





FAX、e-mailについては、利用可能な場合記載して下さい。





エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条の規定どおり、発熱量1000万KJ(10GJ)を原油0.258KLとして換算します。





①　燃料消費量を燃料別に記載して下さい。なお、メタノール、エタノールといった化石燃料でないものは、エネルギー使用量の報告対象に含まれません。


②　なお、定期報告書における発熱量の計算に当たり必要となる係数はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)別表第一に記載されている最新の係数を使用ください。平成18年3月時点の数値は次のとおりです。





揮発油（ガソリン）�
34.6GJ/kl�
石炭（原料炭）�
28.9GJ/t�
�
ジェット燃料油�
36.6GJ/kl�
石炭（一般炭）�
26.6GJ/t�
�
軽油�
38.2GJ/kl�
石炭（無煙炭）�
27.2GJ/t�
�
Ａ重油�
39.1GJ/kl�
都市ガス(CNG)�
※参照�
�
Ｂ・Ｃ重油�
41.7GJ/kl�
一般電気事業者�
昼間買電�
9.97GJ/1000kWh�
�
液化石油ガス(ＬＰＧ)�
50.2GJ/t�
�
夜間買電�
9.28GJ/1000kWh�
�
液化天然ガス(ＬＮＧ)�
54.5GJ/t�
その他�
上記以外の買電�
9.76GJ/1000kWh�
�
�
�
�
自家発電�
�
�



※　CNGについては、地域の都市ガスの発熱量を確認していただき算出いただくか、41.1GJ／千Nm3を使用して算出してください。なお、地域の都市ガスの発熱量を確認し算出された場合には、欄外に使用した発熱量を記載してください。


・　エネルギー使用量の算定に当たり、燃料の比重が必要な場合であって、正確な値が不明なときには次の値を適宜使用して下さい。


Ａ重油：　1kl　＝　0.83t


Ｂ重油：　1kl　＝　0.86t


Ｃ重油：　1kl　＝　0.94t


LPG　：　1kl　＝　0.56t


･　買電量に関し、昼間・夜間を分けたとらえ方が困難な場合には、「その他（上記以外の買電）」欄に記載していただき、該当する係数（9.76GJ/1000kWh）を使用してエネルギー使用量を算定して下さい。


・　自家発電を行っている場合には、自家発電の欄に使用電力を記載してください。熱量については合計に加算しないため、計算する必要はありません。





③　輸送区分毎の留意事項


・　エネルギー使用量は、空車、回走等の際も含め、使用したエネルギー使用量すべてを記載してください。


鉄道による旅客の輸送には、索道によるエネルギー消費量は含まれません。


乗合自動車による旅客の輸送には、一般乗合旅客自動車運送事業によるもののほか、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業によるエネルギー消費量も含まれます。


乗用自動車（乗合自動車を除く。）による旅客の輸送には、一般乗用旅客自動車運送事業によるもののほか、特定旅客自動車運送事業によるエネルギー消費量も含まれます。





初年度の記載は必要ありません。





○　個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計とは、次のものとなります。


・　鉄道：車両キロとなります。


・　自動車：乗合バス、貸切バスにあっては、実車キロとなります。


・　乗用自動車：タクシーにあっては、実車キロとなります。


・　船舶：営業運航距離(回航時は除く。)となります。








初年度の記載は必要ありません。





第１表で得られた値を第3表で得られた値で割ってください。





基準年度は、5年経過するまでは、初年度となります。6年目以降は過去5年度分を記載するようにしてください。





遵守状況について、項目ごとに、「実施中」、「今後実施」、「検討中」、「実施せず」のいずれかに印を付してください。なお、輸送区分によっては、記載項目中、該当しないものもあります。その場合には、「該当なし」に印を付してください。





エネルギーの使用の合理化に関し実施した措置を記載してください。これまでに実施した措置や貴社の方法により算出した別の原単位の評価等についても記載することができます。
























































例：揮発油の場合


△△GJ＝34.6GJ/kl×○○kl





他の輸送区分において、既に指定番号を取得している場合に記入してください。











